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第１問 

問題 

令和８年４月１日、司法書士法務琴葉は、事務所を訪れた設立中の株式会社の発起人全員

から、別紙１の定款案を提示され、その内容について相談を受けた。司法書士法務琴葉は、

別紙１の定款案を精査したうえで、修正が必要な条項を指摘し、その理由について説明をし

た。発起人全員は、司法書士法務琴葉の指摘を理解して適切なものとなるように修正をし

た。 

令和８年６月 15 日、司法書士法務琴葉は、再び事務所を訪れた設立中の株式会社の発起

人全員及び設立時代表取締役から、修正後の定款及び必要書類の提示を受け、これに基づい

て申請すべき一切の登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を受けた。 

司法書士法務琴葉は、この依頼に基づき、設立時代表取締役と相談したうえ、管轄登記所

に対し、令和８年７月１日に登記の申請をすることとした。 

以上に基づき、後記の問１から問２に答えなさい。 

 

問１ 
  令和８年７月１日に司法書士法務琴葉が申請した登記のうち、当該登記の申請書に記載

すべき登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及び通数を答案

用紙の第１欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳については、記載することを

要しない。 

 

問２ 
  司法書士法務琴葉が、別紙１の定款案を精査したうえで、修正が必要であると判断した

条項を「第何条」「第何条第何項」の要領で記載しなさい。 
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別紙１ 

【定款案】 

 

第１章  総  則 

（商号） 

第１条 当会社は、   （Ａ）    と称する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 １ 不動産の売買、交換、賃貸及び管理 

 ２ 不動産の売買、交換及び賃貸の代理及び仲介 

 ３ 上記各号に附帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地）  

第３条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、官報に掲載する方法とする。 

 

第２章  株  式 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、10000 株とする。 

 

（株式の譲渡制限） 

第６条 当会社の発行する株式は、全て譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総

会の承認を要する。ただし、当会社の株主が、当会社の株式を譲渡により取得するときは、当会社が

承認をしたものとみなす。 

 

（相続人等に対する株式の売渡請求） 

第７条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社

に売り渡すことを請求することができる。 

 

（株券の不発行） 

第８条 当会社の株式については、株券を発行しない。 

 

（基準日） 

第９条 当会社は、毎年３月末日の最終の株主名簿に記載され又は記録された議決権を有する株主をも

って、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 

② 前項のほか、必要があるときは、取締役の過半数の決定により、あらかじめ公告して、一定の日の

最終の株主名簿に記載され又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使す

ることができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 

 

第３章  株主総会 

（株主総会決議事項） 

第 10 条 株主総会は、会社法に規定する事項及び当会社の組織、運営、管理その他当会社に関する一切

の事項について決議をすることができる。 

 

（招集） 

第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集する。 

② 当会社の臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 

③ 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、書面投票又は

電子投票を認める場合を除き、会日の３日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める

場合は、会日の２週間前までに発する。また、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集通知
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は、書面によることを要しない。 

 

（招集権者及び議長） 

第 12 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役の過半数の決定により、取締役

社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定め

た順序により、他の取締役が招集する。 

② 株主総会においては、取締役社長が議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらか

じめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が議長となる。 

 

（決議の方法） 

第 13 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 

② 会社法第 309 条第２項に定める株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以

上に当たる多数をもって行う。 

 

（株主総会議事録） 

第 14 条 株主総会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、議事録の作成に

係る職務を行った取締役がこれに署名若しくは記名押印し又は電子署名を行う。 

 

第４章  取締役及び監査役 

（取締役及び監査役の員数等） 

第 15 条 当会社は、２名以上７名以内の取締役を置く。 

② 当会社は、監査役を置くことができる。 

③ 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。 

 

（取締役の選任の方法） 

第 16 条 当会社の取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 

② 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 

 

（取締役及び監査役の任期） 

第 17 条 取締役の任期は、選任後８年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

の終結の時までとする。 

② 監査役の任期は、選任後８年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終

結の時までとする。 

② 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期

の満了すべき時までとする。 

 

（代表取締役） 

第 18 条 当会社の代表取締役は、株主総会の決議によりこれを定める。取締役が１名のときは、その取

締役が代表取締役となる。 

② 代表取締役のうち１名を社長とし、株主総会の決議によりこれを定める。代表取締役が１名のとき

は、その代表取締役を社長とする。 

③ 取締役社長は、当会社の業務を統括する。 

 

（取締役及び監査役の報酬等） 

第 19 条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益に

ついては、株主総会の決議によって定める。 

 

第５章  計  算 

（事業年度） 

第 20 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。 
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（剰余金の配当等） 

第 21 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年  月末日の最終の株主名簿に記載され又は記録さ

れた株主又は登録株式質権者（以下「株主等」という。）に対して剰余金の配当を行う。 

② 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載され又は記録され

た株主等に対して、株主総会の決議により、剰余金の配当を行うことができる。 

 

（剰余金の配当の除斥期間） 

第 22 条 剰余金の配当がその支払の提供の日から３年を経過しても受領されないときは、当会社は、そ

の支払義務を免れるものとする。 

 

第６章  附  則 

（設立に際して発行する株式等） 

第 23 条 当会社の設立に際して発行する株式（以下「設立時発行株式」という。）の総数は、普通株式

100 株とし、発起人がその全部を引き受ける。 

② 発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、１株につき金１万円とする。 

 

（設立に際して出資される財産の価額） 

第 24 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金 100 万円とする。 

 

（発起人の氏名、住所及び割当てを受ける設立時発行株式の数並びに設立時発行株式と引換えに払い込

む金銭の額） 

第 25 条 当会社の発起人の氏名、住所及び割当てを受ける設立時発行株式の数並びに設立時発行株式と

引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。 

 

東京都品川区大井山二丁目２番２－505 号 

三日月みゆき 普通株式 60 株 

設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額 金 60 万円 

 

東京都大田区大森川三丁目３番３－707 号  

八巻竜也 普通株式 40 株 

設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額 金 40 万円 

 

 

（成立後の資本金の額） 

第 26 条 当会社の成立後の資本金の額は、金 100 万円とする。 

 

（設立時役員） 

第 27 条 当会社の設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時取締役社長は、次のとおりとする。なお、

設立時取締役社長は、本条により選定する。 

 

東京都品川区大井山二丁目２番２－505 号 

設立時取締役 三日月みゆき 

 

東京都大田区大森川三丁目３番３－707 号 

設立時取締役 八巻竜也  

 

東京都大田区大森川三丁目３番３－707 号 

設立時監査役 八巻ともえ 

 

東京都品川区大井山二丁目２番２－505 号  

設立時代表取締役 三日月みゆき 

設立時取締役社長 三日月みゆき 

 

（最初の事業年度） 
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第 28 条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から令和 11 年３月末日までとする。 

 

（定款に定めのない事項） 

第 29 条 本定款に定めのない事項は、全て会社法その他の関係法令の定めるところによる。 

 

 以上、株式会社渡辺事務所設立のため、発起人三日月みゆき、同八巻竜也は、本定款を作成し、これ

に記名押印をする。 

 

【以下、省略】 
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別紙２ 

【発起人決定書】 

 

発起人決定書 

 

 令和８年６月１日、当会社の設立時の本店について、当会社の発起人は、次のとおり決定した。  

 なお、当法人の定款上の本店の所在地は、原始定款により、「本店を東京都品川区に置く」とされてい

る。 

 

設立時の本店の所在地：   

東京都品川区大崎八丁目８番 16－1606 号 

 

上記の決定を証するため、本書を作成し、出席発起人は、次に記名押印する。  

 

 

令和８年６月１日 

   （Ａ）    

 

発起人 三日月みゆき  

 

同   八巻竜也  
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別紙３  

【司法書士法務琴葉の聴取記録】 

 

１ 問題文中、   （Ａ）    の部分には、下記アイのうち、登記に適しているものが記載され

ている。なお、アについて、「Ａａａ」と「Ｃｏｍｐａｎｙ」の間に空白（スペース）がある。また、

イについて「ミユキ」と「ＡＭＡＺＩＮＧ」と「８」間にそれぞれ空白（スペース）がある。 

商号ア 株式会社御幸・Ａａａ Ｃｏｍｐａｎｙ 

商号イ 株式会社ミユキ ＡＭＡＺＩＮＧ ８ 

 

２ 令和８年６月１日、発起人全員は、定款案中の不適切と指摘された部分を修正し、東京都品川区を

管轄する東京法務局の所属公証人の認証を受けた。 

３ 令和８年６月２日、発起人が引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額の払

込みが適法に完了した。 

４ 令和８年６月３日、設立時取締役及び設立時監査役の全員は、その就任を承諾した。 

５ 令和８年６月３日、設立時取締役及び設立時監査役の全員は、適法に会社法第 46 条の規定に基づく

設立手続の調査をした。 
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解答欄 

第１欄 
【登記の事由】 

 

 

 

 

【登記すべき事項】 

商号 株式会社御幸・Ａａａ Ｃｏｍｐａｎｙ 

本店 東京都品川区大崎八丁目８番 16－1606 号 

公告をする方法 官報に掲載する方法とする。 

目的  

１．不動産の売買、交換、賃貸及び管理 

２．不動産の売買、交換及び賃貸の代理及び仲介 

３．上記各号に附帯関連する一切の業務 

発行可能株式総数 10000 株 

発行済株式の総数 100 株 

資本金の額 金 100 万円 

株式の譲渡制限に関する規定 

当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の

承認を要する。ただし、当会社の株主が、当会社の株式を譲渡により取得するときは、当会社が承認

をしたものとみなす。 

取締役 三日月みゆき 

取締役 八巻竜也 

代表取締役 東京都品川区大井山二丁目２番２－505 号  

      三日月みゆき 

監査役 八巻ともえ 

監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。 

 

【登録免許税額】 

 

 

 

 

【添付書面の名称及び通数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



商業登記法 第１問 

9 

第２欄  
【司法書士法務琴葉が修正が必要であると判断した条項】 
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解答例 

第１欄 
【登記の事由】 

令和８年６月３日発起設立の手続終了 

 

【登記すべき事項】 

商号 株式会社御幸・Ａａａ Ｃｏｍｐａｎｙ 

本店 東京都品川区大崎八丁目８番 16－1606 号 

公告をする方法 官報に掲載する方法とする。 

目的  

１．不動産の売買、交換、賃貸及び管理 

２．不動産の売買、交換及び賃貸の代理及び仲介 

３．上記各号に附帯関連する一切の業務 

発行可能株式総数 10000 株 

発行済株式の総数 100 株 

資本金の額 金 100 万円 

株式の譲渡制限に関する規定 

当会社の発行する株式は、全て譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承

認を要する。ただし、当会社の株主が、当会社の株式を譲渡により取得するときは、当会社が承認を

したものとみなす。 

取締役 三日月みゆき 

取締役 八巻竜也 

代表取締役 東京都品川区大井山二丁目２番２－505 号  

      三日月みゆき 

監査役 八巻ともえ 

監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。 

 

【登録免許税額】 

金 15 万円 

 

【添付書面の名称及び通数】 

定款 １通 

発起人の過半数の一致を証する書面 １通 

払込みがあったことを証する書面 １通 

設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書 ３通 

印鑑証明書 ２通 

本人確認証明書 １通 

委任状 １通 

 

第２欄  
【司法書士法務琴葉が修正が必要であると判断した条項】 

第 15 条第２項 
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解 説 

＜ポイントチェック＞ 
⑴ 商号の適格性 

商号にアラビヤ数字を用いることができる。また、ローマ字と日本文字とを組み合わせ

た商号を登記することができる。 

商号の登記に用いることができる符号として「・」（中点）があり、これは、字句（日本

文字を含む。）を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができる。また、ロ

ーマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白（ス

ペース）を用いることもできる（平 14.7.31 民商 1841 号）。 

本問の商号イは、カタカナとローマ字の間に空白（スペース）があるため、登記には適

さない。 

 

⑵ 監査役設置会社の定め 
監査役を置く場合には、定款に監査役を「置く」旨の規定を定める必要があり、「置くこ

とができる」といった任意的な規定を定めることはできない。 

したがって、本問の当事会社は、定款案の第 15 条第２項を「当会社は、監査役を置く。」

と修正する必要がある。 

 

⑶ 会計限定監査役の定め 
公開会社でない株式会社（監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。）は、その

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨（会計限定監査役の定め）を定款で

定めることができる（会社 389Ⅰ）。 

当該規定がある株式会社は、その旨を登記しなければならない（会社 911Ⅲ⑰）。 

 

⑷ 設立時取締役及び設立時監査役の選任 
株式会社は、設立の際に、定款で設立時取締役、設立時監査役又は設立時会計監査人を

定めることができる（会社 38Ⅳ）。この場合に定款で設立時取締役、設立時監査役又は設立

時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、

設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなされる（会社 38Ⅳ）。したが

って、本問では、「設立時取締役及び設立時監査役を選定したことを証する書面」は添付す

ることを要しない。 

 

⑸ 登記の事由 
発起設立による株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日の

いずれか遅い日から２週間以内にしなければならない（会社 911Ⅰ）。 
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① 設立時取締役等の調査が終了した日（設立しようとする株式会社が指名委員会等設置

会社である場合にあっては、設立時代表執行役が設立時取締役から調査終了の通知を受

けた日） 

② 発起人が定めた日 

 

原則として、商業登記の「登記の事由」には日付を記載しない。しかし、設立手続の終

了日は登記事項とされていないため、登記期間を算定するため、上記の日付を登記の事由

に記載する（会社 911Ⅲ参照）。 

本問では、設立時取締役及び設立時監査役の調査の終了日である「令和８年６月３日」

を登記の事由として記載する。なお、本問では登記申請日が令和８年７月１日であるため、

「会社成立の年月日」は、令和８年７月１日となる。 

  




